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はじめに  

 何かを消費するときや将来の人生設計をするに向けて必ず考えざるを得ない

ものは「お金」である。我々人間は生きている限り「お金」と付き合い続ける。

いかにして、「お金を得る、使う、貯める、借りる」といった、「お金」に関す

ることを知り、正しい金銭感覚を養うか。社会の仕組みや機能を理解し、収支5 

を把握して安定的な家計管理と生活設計を身に付け、また、金融商品やサービ

スのリスクを学び、主体的に正しく判断できる力を身に付けるか。これらは人

生に大きな影響を及ぼすだろう。しかし、このような「金融リテラシー」につ

いて、日本人は国際的に低水準にあるとされる。1996 年の金融ビッグバンを皮

切りに日本では、2005 年に政府と日銀が金融経済教育元年と位置付け、金融経10 

済教育に対しての取り組みを行ってきた。しかし、日本の金融経済教育は十分

な成果をあげておらず、まず国民の金融リテラシーに対する認知度や重要度の

理解ですら普及しているとは言い難い。バブル崩壊後の日本では、金融商品の

多様化や確定拠出年金の普及などが進み、「貯蓄から投資へ」とうたわれている

にもかかわらず、依然として、日本の家計の金融資産構成比に占める預貯金の15 

割合が 50%を超えたままである。今こそ日本では、金融リテラシーの重要性を

強く認知するべきである。  

 また、 2008 年のサブプライムローン問題に端を発する世界的金融危機は、

個々人の金融リテラシーの低さが原因の一つであるとされている。このような

事例が、家計や各個人の社会情勢や金融市場への影響力を顕著にし、世界規模20 

でも金融リテラシーの重要性が高まった。こういった中、日本はどのように金

融リテラシーのあり方を考え、どのように金融リテラシーを普及し、身に付け

ればよいのか。これらの点について本稿で考えていく。  

以下の本稿では、第 1 章では金融リテラシーの定義と金融リテラシーが必要

とされる理由、金融リテラシーを学ぶ目的について述べる。次に第 2 章として、25 

金融リテラシーマップを用いて、金融教育の面から海外での取り組みと比較し

日本の金融リテラシーの現状を述べた後に、第 3 章で各段階での金融リテラシ

ーにおける課題を挙げ、最後の第 4 章で、その課題を解決するための提案を展

開していく。  

 30 
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第1章  金融リテラシーの概要  

 

第1節  金融リテラシーの定義  

はじめに、多義的な意味を持つ「金融リテラシー」という言葉について、本

稿で議論していく上での定義を確立する。  5 

OECD/INFE（2012）によると、金融リテラシーとは「金融に関する健全な意思決

定を行い、究極的には金融面での個人の良い暮らし (well-being)を達成するた

めに必要な、金融に関する意識、知識、技術、態度および行動の総体」 1と定義

されている。また、日本証券業協会では、「金融に関する知識や情報を正しく理

解し、自らが主体的に判断することのできる能力であり、社会人として経済的10 

に自立し、より良い暮らしを送っていく上で欠かせない生活スキル」2と定義さ

れている。以上から、本稿で考えていく金融リテラシーを「金融に関する健全

な意思決定をし、行動するために必要な生活スキル」と定義する。  

また、本題を考えていく上で、「金融リテラシー」と同時に「金融ケイパビリ

ティ」という概念も重要となってくるだろう。OECD は「金融教育のための国家15 

戦略に関するハイレベル原則（ 2012）」の中で、「金融リテラシーは、認識や知

識・理解の向上だけではなく意思決定にまで及んでいる。更に、消費者の金融

知識を向上させるより、むしろ金融行動に影響を与えることを目的とする革新

的なツールを生み出すべきだ」 3と述べている。そのように、「金融知識」より

も「金融行動」に着眼点をおいた言葉として「金融ケイパビリティ」が国際的20 

に広く使われている。金融ケイパビリティは金融知識と理解，金融スキルとコ

ンピテンス，金融責任の 3 分野で構成されるといわれている 4。つまり、金融ケ

イパビリティは、金融スキルや金融責任の分野に重きを置いている。我が国で

は、金融リテラシーといえば金融知識の普及が中心的となっているが、金融教

育を進めていくにあたって、実際に国民が高度な金融行動を起こすことを目指25 

すのであれば、一層「金融ケイパビリティ」の概念を意識していくべきである。  

                                                   
1 OECD/INFE(2012)「金融教育のための国家戦略に関するハイレベル原則」引

用 
2 日本証券業協会  引用  
3 OECD/INFE（前出）参照  
4伊藤宏一（2012）「金融ケイパビリティの地平」参照  
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第2節  金融リテラシーの背景と必要性  

 私たちが不自由なく理想的な人生を送るためには、「金融」は切り離せないも

のである。生活のいたるところにある金融取引を正しく、または自分に合った

選択をするためには、多くの情報を用いて判断し、自ら決断する能力が必要で

ある。そこで、適切な資産管理のために必要な金融リテラシーすなわちリスク5 

を背負わず、資産を減らさないためのリテラシーを「守りのリテラシー」、個人

のライフプランの実現を果たすために必要な金融リテラシーすなわちリスクを

積極的に活用し、資産を増やすためのリテラシーを「攻めのリテラシー」とし、

以下で、具体的になぜ必要性が高まったかをみていく。  

 10 

第1項  守りのリテラシー  

（1）金融商品の多様化  

近年、金融商品が多様化している。銀行では投資信託や外国債券、保険など

が挙げられ、証券会社では、外国為替証拠金取引や CFD 取引などが始まった。

保険会社も、所得保障保険や新型変額年金等の新しい保険を出している 5。最近15 

でいえばビットコインなど新しい投資対象が登場している。しかしそれと同時

に、悪質な業者による違法な金融商品販売が行われるなど、金融トラブルが発

生している。未公開株詐欺、高齢者への投資信託販売、電話勧誘による商品先

物取引の契約、外国為替証拠金取引（ FX）業者とのトラブル、フィッシング詐

欺などがある 6。様々な新しい金融商品への開発が進められている一方で、新し20 

い金融商品への法制度、設備が整っていないことや、国民の金融リテラシーが

乏しいにもかかわらずリスクを十分理解せずにリターンを求め、供給者と消費

者間の金融商品理解の格差が生まれることでトラブルが発生してしまうのだ。

金融商品が発展していくにつれ、トラブルに巻き込まれないための金融リテラ

シーの必要性は高まっている。  25 

 

 

 

                                                   
5 ifinance 金融情報サイト  参照  
6伊藤宏一「金融商品の多様化と適切な金融行動」参照  
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（2）生活スキル  

生活を設計していく中で、保険選び・住宅や車の購入資金・教育資金・税金・

老後の生活資金のほとんどは避けては通れない道だ。適切な収入管理をしたう

えで自分に最適な金融取引を行うためには、知識及び金融経済事情の理解は不

可欠であり、金融リテラシーを身に付けるべきであることは論じるまでもない。 5 

 また、以下の日本銀行の金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世

論調査（二人以上世帯調査）」（2017）の 2 つのデータによると、2017 年時点で

将来に備えた預貯金や株などの金融資産を持たない世帯の割合は 31.2％で、過

去最高を記録した。年間収入別にみた場合、収入が低いほど金融資産非保有世

帯が多い傾向がある。  10 

 

図表 1-1 家計の金融資産非保有世帯数の推移  

 

 

(出所)金融広報中央委員会 (2017)「家計の金融行動に関する世論調査」より15 

転載  
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図表 1-2 年収による階層別にみた家計の金融資産非保有世帯数の推移  

 

 

 

(出所)金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」 (2017)より5 

転載 

 

現在、金融資産ゼロ世帯は全体的に増加傾向にある。所得が低い場合にはあ

る程度仕方がない面があるとしても、望ましくない状態だ。貯蓄から投資への

時代へと変わりつつある今、予測不可能な将来への資産を形成しなければ、突10 

然不安定な生活を送ることになりかねない。資産形成は人生の中で大切なこと

であり、この現状を少しでも改善するためには、金融リテラシーを学校段階か

ら学習し身に付け、資産形成の知識を得ることが重要視されるだろう。  

 

第2項  攻めのリテラシー  15 

（1）人生 100 年時代  

医療技術が発達し、日本では平均寿命が年々延伸し、高齢化が進んでいる。

厚生労働省の「 2018 年簡易生命表」によると、男性の平均寿命は 81.0 歳、女

性の平均寿命は 87.1 歳となり、長生きできる時代となってきている 7。しかし

裏を返せば、更に老後への資産が必要となるということであり、公的年金だけ20 

ではまかなえなくなると予測され、自助努力の必要性が高まっている。  

また高齢化と同時に進んでいるのが少子化である。少子高齢化の影響により、

                                                   
7 厚生労働省（ 2017）「平成 28 年簡易生命表の概況」参照  
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現役世代一人当たりに対する高齢者の割合はますます増え、公的年金など社会

保障においてより一層の重荷を背負っていかなければならない。  

 

図表  1-3 日本の年齢別の人口の推移  

 5 

 

 

(出所)総務省 HP（2016）「少子高齢化の進行と人口減少社会の到来」より転

載 

 10 

日本では預貯金への貯蓄という形で金融資産を持つ傾向にあり、日本銀行調

査統計局（2018）によると、 2018 年 6 月末現在日本の家計の金融資産 1848 兆

円のうち 971 兆円、約 52.5％が現預金での貯蓄である。  

しかし、近年は超低金利の時代を迎えている。政策金利が 1980 年代前半には

9.0%だったのが、90 年代後半に 1.0%を切り、最近では 0 あるいはマイナスにな15 

っている 8。もはや預貯金ではお金は増えないのである。  

貯蓄から投資へと思考を切り替え、金融ケイパビリティを中心とした金融リ

テラシーを身に付け、自ら投資に取り組む姿勢が必要となっていく時代へと変

化しているのだ。   

                                                   
8 日本銀行「主要時系列統計データ表」参照  
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図表  1-4 家計の金融資産の保有方法  

 

 

 

(出所)日本銀行調査統計局（2018）「2018 年第 2 四半期の資金循環」p4 より転5 

載 

 

（2）年金制度の不安  

年金制度は、自分で年金の掛け金を積み立てておき、高齢になってから自分

で受け取っていく積み立て方式と現役世代がその時点での高齢者の年金を負担10 

する賦課方式があり、日本の公的年金では後者の方式をとっている。しかし、

少子高齢化が急速に進んでいる現状で、現役世代が減り、年金生活者を支える

ことは難しく、老後の生活について不安が広がっている。そんな中、2001 年 6 

月に公的年金を補う企業年金等において確定拠出年金法が成立した。さらに

2017 年には全国民がイデコとよばれる個人型確定拠出年金に加入することが15 

できるようになった。この積立方式の制度では、自らが運用手段を選択しなけ

ればならない。これからは、十分な水準の年金を得るためには、運用知識を中

心として実際に自ら運用するための金融リテラシーを学んでいかなければなら

ないのだ。   
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第3節  金融リテラシーの目的と目標  

 金融リテラシーを学習し、身に付けるということにはどのような意味がある

のだろうか。第 1 節でも述べたように、 OECD/INFE(2012)によると金融リテラ

シーは「良い暮らし (well-being)」をもたらすという 9。では果たして「良い

暮らし(well-being)」とは何を指すのか。  5 

OECD の「より良い暮らし指標（ Better Life Index）」(2011)から、「良い暮

らし(well-being)」を測るには、物質的生活状況と生活の質の 2 分野の指標を

含むべきだとされている。物質的生活状況とは、所得や富などの金銭面での指

標であり、良い暮らしでは金銭面での豊かさを指す。一方生活の質とは、金銭

面だけではなく、例として、「社会とのつながり」「健康状態」「個人の安全」10 

等が含まれる。「良い暮らし (well-being)」はこういった多次元の概念から構

成される。金融リテラシーとは紛れもなく金融における言葉ではあるが、金融

リテラシーを身に付ければ結果的に、お金に換算できない「主観的幸福」、つ

まり「心の豊かさ」を得ることにつながる。  

また、同様に OECD の Better Life Index は「より良い暮らしは、社会経済15 

環境及び自然環境の持続可能性についても把握すべきである」と述べている

10。これは金融リテラシーを身に付けることとどう関係があるのだろうか。  

ここで、「金融ケイパビリティ」という言葉について再注目する。  

千葉商科大学教授  伊藤宏一著「金融経済教育をめぐる  国内外の状況と課題」

によると、金融ケイパビリティの構成要素である金融責任について、「金融責任20 

とは個人の将来だけでなく、より多くは社会的レベルでのお金と個人の金融上

の意思決定が及ぼす広範な影響についてのことであり、それは金融上の意思決

定が家族やコミュニティなど個人の周りに影響を与えるという理解を含み、社

会的・倫理的次元を有している」と述べられている 11。つまり、金融リテラシー

及び金融ケイパビリティを身に付けるためには、金融行動を起こすことで社会25 

への影響を与えてしまう、つまり消費者は社会的責任を有することを自覚しな

くてはならない。  

                                                   
9 OECD/INFE(2012)（前出）引用  
10 内閣府「第 2 章 諸外国における子供の貧困に関する指標の状況」参照  
11伊藤宏一（2016）「金融経済教育をめぐる国内外の状況と課題  参照  
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このような考え方は世界的に広まっている。その一例として、 ESG 投資が挙

げられる。ESG とは企業の価値を測る尺度として、業績や財務の情報だけでな

く、CO2 排出削減に対する取り組みや女性社員の育成や登用，社外取締役の設

置など、環境・社会・ガバナンスといった非財務情報を企業評価に取り入れる

というものである 12。これは、2015 年に国連が出した SDGs という飢餓の根絶や5 

地球温暖化対策など、経済全体としての最適な均衡の実現のため掲げた持続可

能な開発目標の考え方に通ずる。13ESG 投資とはこのような優れた経営を行なっ

ている企業こそが長期的に持続する収益をあげられるという考え方から、それ

ら企業に対して投資を行い、社会をより良くしようという手法である 13。 

以上から、金融リテラシー及び金融ケイパビリティを身につける目的には、10 

金銭面と共に精神面での豊かさを求めた「良い暮らし」を達成することだけな

く、金融の面から、より良いサービス、より良い社会づくりを目指し、投資で

世の中にお金を回し、社会を良く循環させることを含むと言えるだろう。  

 

  15 

                                                   
12 日経 BP 社「ESG と SDGs は時代のキーワード活用戦略が企業評価を分け

る」参照  
13 JSIL 事務局「ESG 投資と SDGs の関係について」（ 2017）参照  
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第2章  日本における金融リテラシーの現状  

 この章では各段階、各主体、海外における金融リテラシーの現状を明らかに

する。  

 

第1節  各段階における最低限身につけるべき金融リテラシー  5 

この節では、ライフステージを「学校段階」「社会人」「高齢者」の三段階に

分け、それぞれの段階で最低限身につけるべき金融リテラシーについて金融リ

テラシーマップ (2016 年 1 月 金融経済教育推進会議 )に沿って述べていく。金

融リテラシーマップとは、金融庁が 2013 年に示した「生活スキルとして最低限

身につけるべき金融リテラシー」をもとに金融広報中央委員会により「家計管10 

理」、「生活設計」、「金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用

選択」および「外部知見の適切な活用」の 4 分野に分け、現在の日本で求めら

れるリテラシーの内容を年齢層別に体系的かつ具体的に記したものである。  

 

 15 

第1項  学校段階  

 

図表 2-1 学校段階における金融リテラシーマップの概要  

 

分野 分類  最低限身につけるべき金融リテラシー  

家計管理  家計管理   計画的な買い物  

 収支管理の実施  

 費用を意識しながらより良い選択・意

思決定  

 収支改善と支出の計画的実施  

生活設計  生活設計   貯蓄する態度を身につける  

 勤労と生活設計の必要性の理解  

 職業選択と生活設計  

 ライフプランの具体化  
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金 融 知 識 及 び

金 融 経 済 事 情

の 理 解 と 適 切

な 金 融 商 品 の

利用選択  

金 融 取 引 の 基

本 と し て の 素

養 

 金融トラブルを知る  

 金融被害の回避  

 契約に伴う責任を理解したうえでの消

費生活  

 適切な消費行動  

 法制度の理解と慎重な契約締結  

家計管理  金融分野共通   お金の働きを理解  

 金融経済の役割の理解  

 金融商品の内容を理解  

 金融商品の特性とリスク管理の方法、

長期的な視点での貯蓄・運用すること

の大切さの理解  

 お金の価値と時間との関係の理解  

 社会の動きが金融商品に及ぼす影響に

ついての理解  

 

（出所）金融広報中央委員会（ 2016）「金融リテラシー･マップ」より筆者作成  

 

 ここでは小学校から大学までを学校段階と位置付ける。学校段階では、家計

管理においては計画的に収支管理をすることができること、生活設計ではライ5 

フプランを具体的に描きつつそれを実現するための生活設計の必要性の理解が

求められる。また、金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用

選択の金融取引の基本としての素養では、身近な金融トラブルを知り、法制度

や契約に伴う責任を理解した上で金融被害を回避できる適切な消費行動をする

こと、金融分野共通のところでは、金融経済や金融商品などについての理解や10 

お金や金融商品と社会の動きとの関係の理解を深めることが必要である。  
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第2項  社会人  

 

図表 2-2 社会人における金融リテラシーマップの概要  

 

分野 分類  最低限身につけるべき金融リテラシー  

家計管理  家計管理   家計の担い手として収支管理を行う  

 資産負債のバランスの改善  

生活設計  生活設計   環境変化に応じたライフプランの実現  

 家庭内での金融教育  

金 融 知 識 及 び

金 融 経 済 事 情

の 理 解 と 適 切

な 金 融 商 品 の

利用選択  

金 融 取 引 の 基

本 と し て の 素

養 

 適切な消費行動  

 法制度の理解と慎重な契約締結  

 必要に応じて専門家に相談ができる  

家計管理  金融分野共通   金融商品の特性とリスク管理の方法、

長期的な視点での貯蓄・運用すること

の大切さの理解  

 お金の価値と時間との関係の理解  

 社会の動きが金融商品に及ぼす影響に

ついての理解  

 5 

（出所）金融広報中央委員会（ 2016）「金融リテラシー･マップ」より筆者作成  

 

 社会人の段階での家計管理においては、学校段階とは違い自らが家計の担い

手として資産負債のバランスを考えながら収支管理をすること、生活設計では、

結婚・出産等の環境変化に応じたライフプランの実現や子どもができた場合に10 

は家庭内での金融教育が求められる。また、金融取引の基本としての素養では、

学校段階と同様に、適切な消費行動を取ることはもちろん、必要に応じて専門

家に相談しより良い金融行動ができることが求められる。さらに金融分野共通

の課題として、長期的な視点で貯蓄・運用できるようになることが望ましい。   
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第3項  高齢者  

 

図表 2-3 高齢者における金融リテラシーマップの概要  

 

分野 分類  最低限身につけるべき金融リテラシー  

家計管理  家計管理   リタイア後の収支計画とその改善のた

めの行動  

生活設計  生活設計   リタイア後のライフプランの実現  

金 融 知 識 及 び

金 融 経 済 事 情

の 理 解 と 適 切

な 金 融 商 品 の

利用選択  

金 融 取 引 の 基

本 と し て の 素

養 

 適切な消費行動  

 法制度の理解と慎重な契約締結  

 必要に応じて専門家に相談ができる  

家計管理  金融分野共通   金融商品の特性とリスク管理の方法、

長期的な視点での貯蓄・運用すること

の大切さの理解  

 お金の価値と時間との関係の理解  

 社会の動きが金融商品に及ぼす影響に

ついての理解  

 5 

（出所）金融広報中央委員会（ 2016）「金融リテラシー･マップ」より筆者作成  

 

 高齢者の家計管理では、リタイア後の収支計画とその改善を図ること、生活

設計ではリタイア後のライフプランの実現を果たすために行動することが大切

である。金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択におい10 

ては、社会人の段階に引き続き、適切な消費行動や自らのリテラシーの状況に

応じた専門家の知見の活用、金融商品や社会との関係、お金の価値と時間との

関係などを理解したうえで、長期的な視点での金融行動ができることが求めら

れる。   
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第2節  各主体における金融教育  

 この節では様々な機関が実施している金融教育への取組を取り上げる。  

 

第1項  政府系機関  

・文部科学省  5 

 文部科学省では学習指導要領の改訂、各教育機関との連携等を通じ金融教育

に取り組んでいる。  

 小・中学校では平成 20 年に、高等学校では平成 21 年に学習指導要領が改訂

され、適切な消費生活や契約の重要性などを指導するようになった。 

以下にその例を示す。  10 

 

図表 2-4 学習指導要領の改定例  

 

 

 15 

（出所）文部科学省（ 2014 年 11 月 11 日）「文部科学省における金融経済教育

の取組について」より筆者作成  

 

また、大学については学生への消費者生活における啓発や学生相談  体制の

充実を推進するよう要請する通知を出している。平成 23 年には「大学等及び社20 

小学校
身近な消費生活【家庭科】　物や金銭の大切さ・計画的な使い方、買物（適切

な購入等）など

中学校

市場の働きと経済【社会科（公民）】　価格の働き、金融などの仕組みや働

き、職業の意義と役割（勤労の権利と業務等）など

国民の生活と政府の役割【社会科（公民】　消費者の保護（消費者の自立支援

等の消費者行政等）、租税の意義と役割など

高等学校

現代経済の仕組みと特質【公民科（政治・経済）】　経済活動の意義、国民経

済における家計・企業・政府の役割、市場経済の機能と限界（環境保全、消費

者問題等）、物価、経済成長と景気変動、財政・金融の仕組みと働きなど

生活における経済の計画と消費【家庭科（家庭総合）】　経済の管理や計画、

意思決定。主体的判断、消費者の権利と責任（多重債務等の消費者信用をめぐ

る問題、自立と支援等）、生活資源とその有効活用、生活設計など
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会教育における消費者教育の指針」を作成し、消費者教育の方向性について提

示した 14。 

 加えて、平成 30 年 3 月告示の新学習指導要領では、高校生の必修科目として

新たに「公共」が設置された。その指導要領には、「財政及び租税の役割，少子

高齢社会における社会保障の充実・安定化，市場経済の機能と限界，金融の働5 

き，経済のグローバル化と相互依存関係の深まり（国際社会における貧困や格

差の問題を含む。）」といった金融経済教育の内容が組み込まれている 15。 

 

・金融広報中央委員会（知るぽると）  

 金融広報中央委員会は「金融経済の情報提供」と「金融経済学習の支援」を10 

軸とした金融情報の普及を行う機関である。その構成は金融経済団体、報道機

関、消費者団体等の各代表者、学識経験者、日本銀行副総裁等からなり、中立・

公正な立場から全国的に幅広く活動している。  

 その 2017 年度の活動実績としては、次期学習指導要領に即した中学生用教

材の開発・配付、大学における金融リテラシー全分野をカバーした連携講座、15 

社会人向けスマートフォン用のコンテンツ掲載等が挙げられる。  

 また、ホームページには教育関係者向けのページも設置されている。ここで

は金融教育の基本的な情報から教育の実践例、授業で役立つデータ、教材・指

導書、イベント情報などが公開されている 16。 

 20 

第2項  民間団体  

・MUFJ（三菱 UFJ フィナンシャルグループ）  

 MUFJ グループでは金融機関であることを活かした CSR 活動の一環として学

生向けの金融・キャリア教育を行っている。以下ではグループ各社が行ってい

る活動をいくつか紹介する。  25 

                                                   

14 文部科学省（ 2014）「文部科学省における金融経済教育の取組について」参

照  

15 文部科学省（ 2018）「高等学校学習指導要領」引用  

16 金融広報中央委員会「知るぽると」参照  
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三菱 UFJ 銀行：  

全国の営業拠点を中心に地域の学生に職場体験や出前授業を通じた金融経済

教育を提供している。 2016 年度には約 400 件の活動が行われ、約 3100 名の生

徒が体験学習、出前授業を受講した。  

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券：  5 

「教室で体験するインターンシッププログラム『株の力』」を実施している。こ

こでは全 5 回の授業の中で株式について学び、その結果をチームごとで発表す

る。2016 年度は 886 名の生徒が参加している。また、このプログラムは文部科

学省が主催する平成 28 年度「青少年の体験活動推進企業表彰」において、「審

査委員会奨励賞」を受賞している 17。 10 

 

アコム：  

ローンやクレジットなどの金銭知識、家計管理や消費者信用業界の概要に関

する講義を大学生向けに行っている。2017 年度は 6 大学で 770 名の学生に対し

て講義を行った。  15 

 

・SMBC 日興証券  

 SMBC 日興証券でも CSR 活動の一環として金融経済教育を行っている。活動内

容については前述の MUFJ と同じく出前授業や大学への講座提供がある。その

他には、日興「家族でワクワク体験 DAY」という実体験型の社会学習プログラ20 

ムが行われている。このプログラムでは夏休み期間に小学生とその家族が本支

店を訪れクイズや情報端末などを使った実体験、社員による講義などを通じて、

経済やお金の流れ、金融機関の社会的役割などを学ぶことが出来る 18。  

 なお、以上の活動はあくまでも例示であり、上記以外の金融機関や日本取引

所などもリテラシー向上の活動に積極的に取り組んでいる。   25 

                                                   

17 「三菱 UFJ フィナンシャルグループ」参照  

18 SMBC 日興証券  参照  
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第3節  海外における金融教育  

この節では、他国の金融教育への取り組みを考察し、今後の日本の金融リテ

ラシー普及の手がかりを見つける。まず、金融先進国とされる米英二か国にお

いてどのような金融教育を行っているのか、それぞれの金融の事情を紹介する。 

 5 

第1項  米英の金融教育  

 下の図表に沿って、英米の金融教育を説明する。  

 

図表  2-5 英米二カ国における金融教育  

 10 

 アメリカ  イギリス  

中心となる機関  NCEE(全米経済教育協議会 ) 

 

FSA(金融サービス機構 ) 

→独立機関 MAS へ 

 (金融教育機能を引き継ぐ ) 

特  徴  ・学校→金融教育を地域の企

業が支援するシステムが整備

されている (ジャンプスター

トなど ) 

・401ｋ(確定拠出年金 )が普及 

・学校→シチズンシップ (必修)

教科の中で金融について学ぶ  

・MAS による情報と助言の提供  

 

（出所）栗原久(2014)「海外における金融経済教育の調査・研究」報告書 p1

～14 より筆者作成  

 

（１）アメリカの金融教育   15 

 アメリカの金融教育の事情を一言でまとめると、州あるいは学校や企業ごと

でそれぞれ自主的に行われている。例えば、ジャンプスタートのサイトで VISA

社による教材やオンラインでのユニークなゲームを提供している。また、確定

拠出年金 401K が普及しており、自動的に資産運用ができる制度が整っている

と同時に使用者である企業が情報を提供している 19。  20 

                                                   
19栗原久(2014)「海外における金融経済教育の調査・研究」参照  
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（２）イギリスの金融教育   

 イギリスの金融教育では、国によって徹底的なサポートがなされている。  

 金融教育のもととなる FSA（Financial Service Authority）は、金融システ

ムについての国民の理解を促進することを目標に、各種の金融機関を包括的に

規制・監督する機関として設立された。 2010 年 3 月には、FSA の金融教育機能5 

を受け継ぎ、「公衆による金融事情等の理解の向上」を機能として持つ法人とし

て、MAS（Money Advice Service）が設立された。  

 金融サービス法には、 MAS の目的と機能について以下が列挙されている。  

①  フィナンシャル・プランニングを立てることの利点を認識するように促     

すこと  10 

②  特定種類の商品又はサービスの提供に関連する金融上の利益および不

利益を認識するように促すこと  

   ③異なる種類の金融取引に伴う利益とリスクを認識するよう促すこと  

   ④教育用教材の発行又はその他教育活動の遂行  

   ⑤国民に対する情報および助言の提供  15 

  こうした役割を果たすために、国民に公平なアドバイスを提供している 20。 

 

 学校教育では、2014 年 9 月から新しいナショナルカリキュラムの中の必修

科目にあたる「シチズンシップ科目」に、金融分野が明確に含まれた。そのう

ち KEY ステージ 3,4（ 11～16 歳）での目標は、自分のお金をうまく管理するこ20 

とと健全な金融の意思決定をできるように準備することであり、所得と支出・

クレジットと借金・貯蓄と年金・金融商品と金融サービス・税金について教え

るべきとしている。  

また、「金融における利率」と「単位価格」のような経済・金融用語が数学の

ナショナルカリキュラムに書かれており、数学の中で金融について学ぶ機会を25 

設けている 21。  

                                                   
20 大橋善晃(2012)「英国の消費者金融教育を主導する独立機関 MAS」参照  
21栗原久(2014)（前出）参照 
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第2項   家計金融資産にみる金融教育の成果  

では以上のような教育はどのような成果を上げているのか。日本と比較しな

がら考察する。  

 

図表  2-6 各国の家計金融資産の推移  5 

 

 

 

（出所）金融庁（ 2017 年）「説明資料」 p1 より筆者作成  

 10 

家計金融資産の推移に注目すると、米国の 2015 年における家計金融資産は

1995 年の 3.11 倍に、英国は 2.27 倍に伸びている。一方、日本の 2015 年にお

ける金融資産は 1995 年のわずか 1.47 倍しか伸びていない 22。資産が増加した

理由に注目すると、米国では 3.11 倍のうち 2.3 倍が運用による増加である 23。

20 年間に全く投資資金が追加されない場合、米国のように 20 年間で 3.11 倍に15 

なるには 1 年で 5.8%の収益率をあげればよい。英国でも 4.2%であるのに対し

て、日本では 1.9%に過ぎない。   

                                                   

22 金融庁（2017 年 2 月 3 日）「説明資料」参照  

23 IFA ナビ 参照  
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1995年＝１（英国のみ1997年＝1）とした時の、2015年における家計金融資産の指数
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図表  2-7 各国の家計金融資産構成比  

 

 

 

（出所）金融庁（ 2017 年）「説明資料」 p1 より筆者作成  5 

 

そこで各国の金融資産の構成比に注目すると、上の図表から、日本の金融資

産は 51.9％が現金･預金で占められており、米国や英国に比べると、株式･投信

等の割合が低いことが分かる。このことから、日本の家計金融資産が伸びてい

ない主な理由は、金融資産の大部分を金利の低い現金･預金で保有しており、運10 

用による利益をあげられていないことであると推測される。少なくとも攻めの

リテラシーに関しては、日本は教育の成果があまりあがっていないと言えるだ

ろう。  
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第3章  日本における金融リテラシーの問題  

 

第1節  学校段階における問題点  

この節では学校段階における問題点について述べる。問題点を分析するにあ

たっては、金融経済教育を推進する研究会（ 2014）による『中学校・高等学校5 

における金融経済教育の実態調査報告書』24（以下、本文中で『教育の実態調査

報告書』と省略する。）資料を参考にした。以下では資料中にならって「金融経

済教育」という言葉を用いるが、本稿でいう「金融リテラシー教育」と同じ内

容と考えられる。  

 10 

（１）授業時間数の不足  

 学校段階における金融リテラシー教育の障壁の一つとして、授業時間数の不

足が挙げられる。次の図表は「金融経済教育に関して、授業時間が十分に確保

されていると思いますか。」という設問に対する教員の回答をグラフ化したも

のである。   15 

                                                   
24 金融経済教育を推進する研究会（ 2014）「中学校・高等学校における金融経

済教育の実態調査報告書」参照  
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図表 3-1 授業時間の確保状況  

 

 

 

（出所）「中学校・高等学校における金融経済教育の実態報告調査書」図表 155 

を転載  

 

 図表からわかる通り、十分であるとの回答は少なく、10%にも満たない。一方

で最も多いのが「やや不十分」との回答で、全体では 46.9%にのぼる。また「不

十分である」と「やや不十分」を合計するとおよそ 60%近くになる。  10 

 十分な授業時間を確保することもせず、金融リテラシー教育の拡充を叫んだ

ところで、教育現場が対応することは困難であろう。また、ただ単に金融リテ

ラシー教育に割り当てる時間を増やせばいいという問題でもない。他の学習も

等しく重要であるため、教育全体を尊重したかたちでの変革、授業時間確保が

求められる。  15 

 

（２）教員の知識不足、負担の限界  

 金融経済教育を学校で行うことについて「必要である」及び「ある程度必要

である」と回答した割合は 95%にのぼる（『教育の実態報告調査書』の図表 24 よ

り）。一方、不必要であるとした回答の理由として教員の多くが挙げたものが20 

「学校では、教えるための体制や仕組みが整っていないため」（ 52.5%）、「教員
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がそのための知識や指導方法を身に付けていないため」 (42.9%)である（『教育

の実態報告調査書』の図表 26 より）。また、下図に示す、授業実施の際に難し

いと感じる点についても「教える側の専門知識が不足している」が 48.4%と非

常に高いことに加え、「教員研修などの機会が少ない」といった声も 14%あり、

教員の専門知識の不足が現状の消極的な金融リテラシー教育の一因となってい5 

ることは明白である。  

 

図表 3-2 授業実施の際に難しいと感じる点  

 

 10 

 

（出所）「中学校・高等学校における金融経済教育の実態報告調査書」図表 29

より筆者作成  

 

 しかしながらこれは教員に専門知識を身に付けさせればよいという単純な問15 

題ではない。教員の労働時間について「勤務日の労働時間と休日の労働時間を

合わせた週の実労働時間数をみると、週 60 時間以上の割合が小  学校教諭の

72.9％、中学校教諭の 86.9%もある。民間の雇用労働者の中で週労働時間がも

っとも長い金融  保険業でも 8.9%にとどまること、同じくヒューマンサ  ービス

従事者である医者で週労働時間 60 時間以上は 40%であるのに比べても、教育職20 

員がきわだって長時  間労働であるといえる。」 25という報告がある。 

このように、現状でも教員に長時間労働による負担が存在する中、さらに専門

                                                   

25 連合総合生活開発研究所『とりもどせ！教職員の「生活時間」』引用  

教える側の専門知識が　　　
不足している

教員研修などの　　　　　　　
機会が少ない

全体 48.4% 14.0%

中学校 49.4% 13.6%

高等学校 45.9% 14.9%
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知識の学習を単純に強いることは困難である。教員が無理な負担なく専門知識

を身に付ける環境を作る方法を探るとともに、そうした専門知識の不足を外部

機関の利用などの手段によってどう埋め合わせるかを考えるべきだろう。  

 

（３）実生活との関わりの薄さ  5 

 私たちはいくつかの分野において、実生活との関わりの薄さが金融リテラシ

ー教育の効果を減少させていると考える。  

 第２章第１節で触れた通り、金融リテラシーマップは各段階で身につけるべ

きリテラシーを示している。そこでは資産形成について、小・中学段階では金

利計算や預金商品について理解する、高校大学段階においては金融商品につい10 

て理解していき、運用できるようになることが求められている。  

 ここで一度、学生層がどれほど金融商品を保有しているか確認したい。  

 

図表  3-3 保有金融商品（複数回答）  

 15 

 

 

（出所）日本証券業協会 (2016)「平成 27 年度証券投資に関する全国調査」  

より筆者作成  

 20 

 図表からわかる通り、 20-24 歳における金融商品の保有率は極めて少ない。

20-24 歳は学生と社会人の混在する世代であるが、そうした年齢層でもこの程

度の保有率であり、高校・大学生における金融商品の保有率は極めて少ないこ

とが推測できる。もちろん、こうした現状だからこそ金融リテラシーマップは

先に述べたような目標を設定しているということは承知しており、その目標が25 

達成されることが理想であるということには大いに賛同している。  

 しかし、本人たちの実生活で全くと言っていいほど関係のない物事を自発的、

株の保有率 投資信託の保有率

男性20-24歳 0.9% 0.9%

女性20-24歳 1.1% 1.1%
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意欲的に学び、理解を深めることは容易でないはずだ。走り方を教えるのはグ

ラウンドで、泳ぎ方を教えるのはプールであるように、本人の体験が伴うよう

な学習方法を考案することで興味関心を高める、または学生の実態に合わせて

段階的な目標設定をし状況の変化に合わせ見直していく、もしくはその両方が

必要ではないか。  5 

 

第2節  社会人及び高齢者における問題点  

 この節では、社会人及び高齢者における問題点について、金融に対する意識

問題と制度上の問題から述べる。第 1 項では、社会人と高齢者に共通する問題

について、第 2 項及び第 3 項では、社会人と高齢者特有の問題についてそれぞ10 

れ述べる。  

 

第1項  意識的な問題  

(1）生活設計における費用の意識問題  

  社会人においては、人生三大費用（老後の生活費・教育費・住宅費）の意識15 

不足が挙げられる。  

次の図表は、上述の「金融リテラシー調査」に基づいて作成した。  

 

図表 3-4 人生の三大費用 (老後の生活費・教育費・住宅費 )に関する認識  

 20 

 

 

（出所）金融広報中央委員会 (2016)『「金融リテラシー調査」の結果』 p9/図

21 より筆者作成   

正解

47%

不正解
32%

わから

ない

21%
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図表 3-5 三大費用についての必要額の認識・資金計画・資金確保の割合（％）  

 

 老後の生活費  教育費  住宅費  

必要額を認識して

いる人の割合  
49.4 56.8 55.4 

資金計画を策定し

ている人の割合  
35.6 48.8 35.2 

資金を確保してい

る人の割合  
26.0 32.8 15.5 

 

（出所）金融広報中央委員会 (2016)『「金融リテラシー調査」の結果』 p9/図

22 より筆者作成  5 

 

すなわち人生の三大費用（住宅費・教育費・老後の生活費）とは何か、を正

しく認識している人の割合は半数以下であった。また、三大費用についての必

要額を認識している人は 5～6 割、資金計画を策定している人は 4～5 割、資金

を確保している人の割合は 2～3 割であった。各費用の必要額と必要なタイミ10 

ングが認識・確保されてないと、貯蓄や適切なローンで賄えずに巨額の借金を

するリスクがあるため、人生三大費用の認識と資金計画の重要性をより具体的

な数字を使って強く訴えかけるべきである。ここで気になったのが、「認識する

→計画を策定する→資金を確保する」と段階が進むにつれて割合が減っている

点である。認識はしているものの計画ができない人は、必要であることは漠然15 

と分かるが具体的にどうすれば良いか分からない人と推測でき、現実問題とし

て捉えていないことや、知識不足などが原因に挙げられる。計画を策定してい

るものの資金を確保することが出来ていない人は（それぞれの家庭によって事

情があるため一概には言えないが）、適切な金融行動すなわち「金融ケイパビリ

ティ」が身についていない人と推測できる。「認識→計画策定→資金確保」を一20 

連の流れとして実行することの難しさが大きな課題である。  

 また、高齢者においては日常生活の費用における精神的な負担が挙げられる。 

次の図表は、内閣府によって作成された「平成 28 年度高齢者の経済・生活環

境に関する調査結果」に基づいて作成した。   
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図表  3-6 日常生活で負担に感じる支出  

 

 

 

（出所）内閣府(2016）「高齢者の経済・生活環境に関する調査」 p99 図表表 65 

より筆者作成  

（注）負担を感じる支出について、 11 項目の中から 3 つ選択して回答したも

の。回答比率に従って、上位 5 位を示した。  

 

 日常生活の費用で、負担に感じている項目がないと答えた人は僅か 23.1％で、10 

約 8 割の人が何かしら日常生活の支出で負担を感じていることが分かった。特

に生きていく上で欠かせない食費・光熱費は半数以上の人が負担に感じていた。

経済的余裕が無い多くの高齢者にとって、投資など考えの及ばないことであろ

う。 

 15 

 (2)証券投資への偏見  

 次の図表は、日本証券業協会によって作成された「平成 27 年度証券投資に関

する全国調査」から、証券投資に関する意識を抜粋した。   

23.1％

16.5％

18％

36.1％

50.7％

特にない

生命保険や損害保険などの保

険料

住居費

保険・医療関係費

食費・光熱費
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図表  3-7 証券投資全般のイメージ（％）  

 

 

 

（出所）日本証券業協会 (2015)「証券投資に関する全国調査」 p123 図表 8-15 

より筆者作成  

 

全体を見ると、証券投資のイメージは「資産運用の一種である」と答えた人

は 4 割、「将来の生活資金の蓄えに役立つ」と答えた人は 1 割と、証券投資に対

する正しい認識がなされていないことが分かる。また、「ギャンブルのようなも10 

の」「なんとなく怖い」と答えた人がそれぞれ 3 割と、マイナスのイメージを持

っている人が多い。  

ここで、預貯金のみの人（以下「持っていない人」）と預貯金以外の金融商品

を持っている人 (以下「持っている人」 )で比較したい。持っている人は、持っ

ていない人に比べて「資産運用の一種」「将来の生活資金の蓄えに役立つ」と答15 

えた割合がかなり高い。一方で、「ギャンブルのようなもの」「なんとなく怖い」

と答えた割合は低くなっている。  

以上より、「ギャンブルのようなもの」といった証券投資へのマイナスのイメ

ージは、偏見が原因である可能性が高い。そのため、長期投資や分散投資によ

るリスクのコントロールなど正しい知識を取り入れることや、実際に証券投資20 

16.3

31.2

28

21.6

29.3

27.6

35.7

8.6

13.5

69.5
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43.5
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をやってみることでイメージが変わるのではないかと考えられる。  

 

(3)お金について話すことが難しい  

SMBC 日興證券（2017）によると、お金のことは周囲に相談するよりひとり

で考えたり調べたりすることが多いと答えた人は 58.4％、友人知人家族とお5 

金の話をすることに抵抗があると答えた人は 47.7％だった。以上から、お金

に対して内向的である日本人は金融ケイパビリティの一つである「相談」がで

きない傾向にあると考えた 26。  

 

(4)意識が行動に結びついていない  10 

 株式会社クラウドポート (2018)によると、新社会人の初任給の使い道の１位

が「貯金」（ 50.7％）で、半数以上の人が初任給を預貯金貯蓄に回している。

一方で、株などの投資に使ったと答えた人の割合はわずか 2.5％であった。  

しかし、初任給の使い道を「貯金」と回答した人に対して「その貯金を将来

的に運用したいと思いますか？」という質問をしたところ、「思う」と回答し15 

た人は 65.0％に上り、 1 年前の調査と比較すると 8％近く上昇した。  

更に、新社会人のうちの 81.7％もの人がお金の面に関して、将来に不安を

感じていることが分かった 27。  

 以上より、多くの人が漠然と不安を感じており、自分に必要なお金は自分で

備えなければおけないという意識が多かれ少なかれ存在することが推測でき20 

る。 

 また第 2章 第 2節で述べたように、各機関は様々な金融教育を行っており、

その中でセミナーも開講されている。しかし、任意参加の金融教育セミナーの

自主的な参加者は、非参加者に比べてもともと金融リテラシーが高く、金融行

動面でも問題が相対的に少ないなど、金融教育に参加する必要性が相対的に低25 

い傾向がある 28。金融教育学習を最も必要とする消費者が、金融教育活動に無

                                                   
26 SMBC 日興證券(2017)参照 
27株式会社クラウドポート (2018)「初任給に関するアンケート調査結果」参照  

28 金融広報中央委員会 (2013)「行動経済学の金融教育への応用による消費者の

学習促進と行動改善」参照 
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関心や消極的な態度をとる。そのため、各機関がセミナーなどを開いたとして

も、リテラシーの高い一部の人しか参加しないことから、全体のリテラシー向

上には効果が薄いという問題点がある。  

この二つの例は、投資の必要だという意識が行動に結びついていない、「ケ

イパビリティ」の不足が課題になっていることを示している。  5 

 

第2項  社会人における問題  

 この項では、近年必要性が高まっている私的年金制度について述べる。  

（1）  私的年金の重要性  

少子高齢化が急速に進み、公的年金の支え手が減る一方で、長寿化により支10 

給期間が長期化していることから公的年金への不安が高まっている。金融調査

研究会（2018）によると、老後資金のための資金形成の重要性が高まっており、

30～90 歳までの 30 年間で 2200 万円が不足するとの指摘もある 29。現在の高齢

者世帯の所得の構成割合をみてみると、「公的年金･恩給」が 66.3％と大部分を

占め、企業年金を含むその他の所得はわずか 5.4％である 30。将来の需給世帯に15 

おいて公的年金への不安が高まっている今、確定拠出年金 31などの私的年金の

活用が注目されている。以前は、企業が運用を行い、加入者が受け取る給付額

があらかじめ決められた確定給付企業年金が主流であったが、現在は企業の負

担も少ない確定拠出年金の加入者が急増している。しかし、加入者は年々伸び

続けているものの、 20 歳以上 60 歳未満における加入者の割合は 24.9％ 32と低20 

いため、今後も普及が進むと考えられる。  

                                                   

29 金融調査研究会（ 2018）「わが国家計の資産形成に資する金融制度・税制の

あり方」参照  

30 厚生労働省（2017）「国民生活基礎調査の概況」参照  

31 確定拠出年金とは、国民の高齢期における所得の確保に係わる自主的な努

力を税負担の軽減などを通して支援し、生活の安定や福祉の向上に寄与するこ

とを目的に導入された。企業型の確定拠出年金は、企業が拠出した掛け金を加

入者である従業員が自ら運用方法を選択して運用を行うという制度で、運用の

成績によって将来の受け取る金額が変動する仕組みになっている。  

32 厚生労働省年金局  企業年金国民年金基金課（ 2016）「確定拠出年金における

現状と課題について」参照 
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（2）  確定拠出年金の問題点  

企業型確定拠出年金の投資の状況についてみてみると、元本確保型商品への

投資比率が 55％と高くなっている 33。この原因の一つとして、デフォルト商品

（初期設定商品）の設定方法が考えられる。デフォルト商品とは、加入者が運

用方法を選ばない場合、掛け金があらかじめ定められた運用商品に自動的に運5 

用されるようになる商品のことである。デフォルト商品を設定している企業は

全体の 64.9％だが、このうち 99.5％のデフォルト商品が元本確保型の運用商

品に設定されている 34。このようにデフォルト商品の大半が元本確保型商品で

あると、老後に必要な収益が確保できないという問題がある。平成 27 年に行わ

れた社会保障審議会企業年金部会における議論の中でも、デフォルト商品を元10 

本確保型にすると、物価上昇を下回る水準で運用をすることになり、実質的価

値が減少して期待された収益の水準を満たせない可能性があることから、デフ

ォルト商品を設定する場合には、一定の基準に基づいた分散投資効果が見込ま

れる商品を設定することが望ましいと指摘されている 35。 

 15 

第3項  高齢者における問題  

（1）認知症患者の金融資産  

65 歳以上の認知症高齢者数と有病率の将来推計についてみると、 2012 年は

認知症高齢者数が 462 万人で有病率 15.0％であったが、 2060 年には二倍近く

になると推定されている 36。  20 

                                                   

33 企業年金連合会（ 2018）「2016(平成 28)年度決算 確定拠出年金実態調査結果

(概要)」参照 

34 社会保障審議会企業年金部会確定拠出年金の運用に関する専門委員会（ 2107）

「確定拠出年金における運用の改善について」参照  

35 社会保障審議会企業年金部会（ 2015）「社会保障審議会企業年金部会におけ

る議論の整理」参照  

36 内閣府「平成 29 年版高齢社会白書  第 1 章第 2 節３高齢者の健康・福祉  

認知症高齢者数の推計」参照  
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図表 3-8 認知症患者の保有する金融資産額 (推計と将来資産 ) 

 

 

 

（出所）第一生命経済研究所（ 2018）より転載 5 

 

急増する認知症患者の金融資産の保有額は 2017 年で約 143 兆円、 2030 年に

は 215 兆円(家計金融資産の約 1 割)に達すると予想されている。認知症になる

と資産活用の意思表示が難しいため貯蓄や投資の管理が困難になる。本人に代

わって家族による資産の活用が考えられるが、金融機関は家族による横領を防10 

ぐため、本人の意思確認ができない状況では家族からの要求だけでは払い戻し

などに応じられない。それにより預金が凍結状態になってしまう 37。   

                                                   

37 第一生命経済研究  調査研究本部 経済調査部（2018）「Economic Trends」参

照 
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図表 3-9 認知症等の高齢者に関する消費生活相談件数  

 

 

 

（出所）消費者庁（2018）「平成 30 年度版消費者白書  第 1 部第 1 章第 3 節 5 

消費生活相談の概況」より転載  

 

また、認知症等の高齢者に関する相談をみると、契約者が相談者と異なる相

談件数が多い。その理由として、本人が十分に判断できない状態である中で事

業者に勧められるままに契約したり、買物を重ねたりしてしまうかである。認10 

知症等の高齢者本人はトラブルに遭っているという認識が低いため、問題が明

らかになりにくく特に周囲の見守りが必要である。  

 

（2）成年後見制度  

認知症の高齢者が自らの資産を運用していくために成年後見制度というもの15 

がある。成年後見制度とは、認知症になる前にあらかじめ選んでおいた後見人

または認知症になった後に周囲の親族などが申し立てて裁判所が選定した後見

人によって、本人の代わりにさまざまな契約や財産管理を行うことができる制

度である。後見人は、判断力が低下した本人に代わって契約や管理を行うこと

で本人の利益を守ることができる。自己意思尊重のため、日常生活に関わる買20 

い物などは範囲に含まれないが、不利益を生じさせる詐欺などの契約は成年後

見人が解約することができる。  
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 しかし、この制度を利用したトラブルも増加している。親族後見人による財

産の着服などの不正による被害額は平成 29 年では約 14 億 4000 万円となって

いる 38。成年後見制度を利用すると後見を受ける本人は当然、契約や財産の管

理などの免許を失う。そのため、将来的な相続税の節税のための生前贈与がで

きなくなるなどの問題点もある。また、後見人に弁護士や司法書士などの専門5 

家が選任されれば後見人報酬が発生し、被後見人の財産の中から賄われるため、

費用がかかるという問題点もある。  

 以上より、専門家を後見人として選任する財力や後見人の適切な被後見人の

財産管理などが徹底されれば、この成年後見制度は素晴らしいものであるが、

今後高齢化により認知症患者が増えるだろう日本で適切に利用されているか完10 

全に把握するのは困難である。成年後見制度の理解、普及は難しいのではない

かと考える。  

 

第4項  金融リテラシーマップについて  

 ここで金融リテラシーマップにおいて、各段階で定められた目標について今15 

一度確認する。社会人では「生活設計」の項目において、環境変化に応じたラ

イフプランの実現が、高齢者では、リタイア後のライフプランの実現などが取

り上げられている。また、「金融取引の基本としての素養」の項目では、必要に

応じて専門家に相談することなどが取り上げられている。  

しかし、法制度や金融商品の特性を理解したり、社会の動きが金融商品に及20 

ぼす影響について全員が理解することは容易でなく、現実的でない要素が含ま

れている。そのため、金融リテラシーマップの内容、全てを身につけるのは困

難である。むしろ、知識が不足するのなら相談する、さらに金融を通じて社会

と関わっていくという意味での金融ケイパビリティを向上させることも重要だ

と考える。  25 

  

                                                   
38 厚生労働省（ 2018）「成年後見制度の現状」参照  
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第4章  金融教育普及における提案  

 人々の意識を変えるのは容易でない。授業やセミナーを実施しても、必要性

を感じていないと知識は身につかないだろうし、知識をつけさせても行動を変

えるまでには至らないだろう。特に、資産運用に悪いイメージを抱いている人

には、必要性をいくら訴えても投資を始めるとは考えがたい。私たちは、この5 

ような問題を解決するため、金融リテラシー向上のためのアプローチの仕方を

工夫しなければいけないと考えた。ここで、ロボットアドバイザーによる資産

運用を手がけるお金のデザイン社が行った、投資を始めてからの意識変化を調

査したところ、運用を始めた人の 3 分の 2 が始める前と、お金への意識が変化

したことが分かった。 32.8％が経済ニュースへの関心が高まり、 35.9％が投資10 

や資産運用に関する意識が変化したという。その他にも知識が向上するなど、

運用者の約 7 割において何らかの変化が見られた 39。この結果から、最初は十

分な知識がなくても、経験を通じて興味関心が高まり、結果的にリテラシーが

高まることが示された。そこで私たちが提案したいのは、従来行われてきた知

識を身につけさせる説明中心の取り組みではなく、「経験」する機会を与え、実15 

際に「行動」を起こさせることで解決を目指す取り組みである。以下、これを

前提として解決策を論ずる。  

 

第1節  学校段階に対する提案  

この節では第３章第１節で述べた学校段階における問題点を受け、どこから時20 

間を確保し、いかに教育環境を整え、学ぶ側の興味・関心を起こすかに重点を

置き、解決策を考案した。  

 

(1)ジュニア NISA 制度の拡大・推進  

 現在国内ではジュニア NISA（未成年者少額投資非課税制度）という制度が設25 

けられている。これは 2016 年度から始まった未成年者を対象とした少額投資

非課税制度であり、その概要は次に表で示すとおりである。   

                                                   

39お金のデザイン参照  
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図表 4-1 ジュニア NISA 概要  

 

 

 

（出所）金融庁 HP より筆者作成  5 

 

 この制度は未成年の時期に親の管理下で投資に触れ、成人して以降、その成

果を享受することができるため単純な資産形成の手段にとどまらず、教育的な

面でも大きな役割を果たすと考える。利用者は未成年の本人であるがその運用

は親族や証券会社等の金融機関に支えられる。また、ゲームやシミュレーショ10 

ンとは違い本物のお金を運用するために自ずと関心を持ち、その投資の成果に

より実際のリスク・リターンを身を持って学ぶことができる。本人だけでなく

一緒に投資する親族にも学習意欲をもたらすだろう。  

 ただ、教育的な側面を重視するといくつか改善点を見出すことができる。例

えば現状では投資枠と非課税期間について、年 80 万円を 5 年間となっている15 

が、より多くの家庭に受け入れられ、投資について学ぶという目的に合わせれ

ば年間の投資枠を下げる一方、投資期間をもっと長期にしてもいいだろう。投

資可能期間も 2023 年までとなっているが、国民の投資活動の定着を目指し、延

長すべきだ。他にも、口座作成が面倒で障壁となっていれば生まれると同時に

非課税枠を自動付与し、いつでも始められるように整備してもいいだろう。  20 

 ジュニア NISA の制度内容を変更・拡大することで教育的価値を高め、かつ、

それが普及するよう様々な障壁を取り除く活動を行うといったことが解決策と

して大いに役立つと考える。   

利用可能な人 日本に居住している0歳～19歳の人（口座を開設する年の1月1日現在）

非課税対象 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益

非課税投資枠 新規投資額で毎年80万が上限

非課税期間 最長５年間

投資可能期間 2016年～2023年

運用管理者 口座開設者本人（未成年者）の二親等以内の親族（両親・祖父母等）

払出し 18歳までは払出し制限あり。
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(2)各教育主体の連携と金融広報中央委員会による主導  

 前章で述べた通り、学校内の教育においては時間の制約や教員の知識不足と

いった問題が存在する。その解決策として学外教育であり、専門的知識を有す

る企業の CSR 活動は良策であろう。企業見学やゲーム形式など、投資の効果を

擬似的に経験できるような教育方法をとることも可能になる。だが学外での催5 

しに参加するかどうかはあくまで本人たちに委ねられている。したがって最善

策は学校内において金融庁や企業が教育を行うことであると私たちは考えるが、

その実績はまだまだ乏しい。例として、野村グループによる金融経済教育の実

績が 2008 年から 2018 年 7 月末の累計で小学校 265 校 14,742 人、中学校 119 校

6,915 人、高校 110 校 6,023 人、大学 1,864 校 239,200 人である 40。 10 

 そこで私たちは文部科学省や金融広報中央委員会、金融庁、企業などといっ

た各教育主体が連携を強化し、教育の場の共有、規模の拡大を目指すべきであ

ると考えた。また、そのために金融広報中央委員会がそれらの機関を束ね、金

融リテラシー教育において主導する立場になるべきだと考える。ここで金融広

報中央委員会を選んだ理由は主に二点ある。一つは、金融情報の提供、金融経15 

済学習の支援を目的にした組織であり、金融リテラシー教育に最も注力できる

存在である点、二つ目は中立・公正な立場にあり、自身の利益などにとらわれ

ることなく活動ができる点である。  

 金融広報中央委員会は今後日本における金融リテラシー教育の中心として、

教育主体の会合の場の設置や、企業と学校が連携するよう双方に要請・仲介、20 

国内における教育目標の設定など、各機関が協力的かつ円滑に動けるよう役割

を果たすべきである。  

 

(3)教育効果の測定  

 今の教育が本当に有効であるかを確かめるため、また教育を受けている側、25 

とくに実際の金融に関する行動範囲がまだ狭い学生段階が、その効果を実感す

るためにはペーパーテストをはじめとした測定が必要である。現在考えられる

測定方法としては OECD による PISA と呼ばれるテストや、金融広報中央委員会

                                                   

40 野村グループ  参照  
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が 2016 年度に行ったような金融リテラシー調査、企業が行うコンテストなど

が挙げられる。日本は OECD の PISA に関して、金融リテラシー分野の参加をし

ていなかったため、まずその参加が求められる。  

 また、新たな測定方法の提案としては「金融検定」といった資格をつくって

もいいだろう。自身の知識がどれほどあるのかが等級で表されることにより、5 

正確に把握することができ、モチベーションにもつながる。  

 さらに言えば、そうした各種のスコアや結果が進学や就職にプラスに働けば

もっと意欲的な学習が望めるだろう。今日の日本では大学入試改革が進められ

ているため、金融リテラシーを盛り込んではどうだろうか。  

 こうした教育効果の測定は到達度の把握や意欲の向上をもたらし、またそれ10 

らは金融リテラシー教育のニーズ拡大や重要性を高めることにつながり、相乗

効果を生み出すこともできるだろう。  

 

第2節  社会人及び高齢者に対する提案  

 この節では、第３章第 2 節で述べた社会人及び高齢者における問題点を受け、15 

それぞれの解決策を述べる。  

 

第1項  社会人･高齢者に対する提案  

 第３章で述べた意識上の問題から、人生の 3 大資金をはじめとする将来のた

めの資金がどれだけ必要であるのか、十分に認識されていないことが分かる。20 

一方で、第 3 章第 2 節第 1 項による新社会人を対象にした調査からは、年金制

度などへの懸念により、 81.7％の人がお金の面に関して将来に不安を抱いてい

ることが分かった。これらの結果から、多くの人は、将来必要となる資金がど

れくらいか、また、具体的にどのような行動をすれば良いかといった認識は不

十分であるものの、運用など将来の準備を何かしら行わなければいけない、と25 

いった漠然とした危機意識は持っていると推測される。換言すれば、より具体

的な情報や知識がすぐに分かり、最初の一歩を踏み出す環境が整えば、金融行

動を起こさせることができそうである。そこで私たちは、全国民を対象に与え

られたマイナンバー制度を用い、資産形成を行う機会を簡単に提供すなど、い

くつかの解決策を考案した。  30 
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（1）マイナンバー制度を用いた個人専用のウェブサイト  

マイナンバー制度は 2015 年から始まり、 2018 年 1 月から、国民が持つ預金

資産を正確に把握することを目的に、預金口座へのマイナンバーの付番が開始

された。現在は応じるかは義務でなく任意だが、2021 年には制度の見直しが行

われる予定であり、その際に、預金口座への付番の義務化が視野に入っている5 

とされている。このように今後、マイナンバーと預金口座の紐付けが進展する

と考えられる。  

預金以外の金融商品でもマイナンバー制度を活用するには、利用者からマイ

ナンバーを届け出てもらう必要があるが、資産を把握される事への不安から届

け出が進まないのではないかという懸念の声もある。しかし、 NISA 口座では、10 

2018 年も継続して制度を活用するためにマイナンバーの届け出が求められた

結果、4 分の 3 の口座が期限までに届け出を行った。さらに、従業員の年末調

整や社会保険の手続きでも、7 割以上の企業がほぼ全ての従業員からマイナン

バーの届け出を受けている 41。金融取引でもマイナンバーは今後も着実に普及

すると期待できる。  15 

このようなマイナンバー制度の普及により、個人の金融資産をマイナンバー

で紐付けされるようになると考えられる。それを利用し、個人でもマイナンバ

ーを入力してログインすると、政府または金融機関が開設した金融取引に関す

る個人専用のウェブサイトの閲覧をできるようにする。このウェブサイトで表

示される情報を利用することで、個人は金融機関や FP などからさまざまなサ20 

ービスを受けることができる。  

一つ目は、自身の保有する現在の金融資産と三大費用など今後必要となる費

用の見積もりである。今後必要となる費用は、マイナンバー制度によって明ら

かとなった年齢などの情報だけでも、想定される費用をある程度の幅を持たせ

て提示されるだろう。二つ目は、現状の運用の方法によって今後必要となる資25 

金を確保できるのか、できない場合はどれだけ不足するのか、具体的な金額の

提示である。もちろん、マイナンバー制度から得られる情報は限られており、

                                                   

41 野村総合研究所金融 IT イノべーション事業本部（ 2018）「金融インフラ」参

照  
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実際には将来必要となる資金は一人一人異なる。より具体的な試算を算出する

ためには、今後想定されるライフイベントや収支、扶養している家族、健康状

態など人それぞれの事情を個別に考慮すべきだからだ。そのため、これらに対

応するいくつかの質問に答えると各個人の資産管理を診断するサービスを提供

し、利用者にはより詳細な金額を提示する。三つ目に、各個人に適した資産形5 

成をするための運用方法を提示する。上記の個別の診断サービスを利用した場

合は、オーダーメイド型の運用方法が提案できる。その際に、このようなサー

ビスをすぐに始められるようにするため、ウェブサイト上から直接、銀行や証

券会社など外部の金融サービスへ移行できるように設定する。実際に外部サー

ビスに移行した際には、金融資産の情報も併せて移行させることで、複雑な手10 

続きなどを省略する。  

既にこれに近いサービスが始まっている。例としてマネーフォワードによる

資産管理のアプリがある。このアプリは、銀行や証券会社の口座情報を 1 つに

集計して預金や株式など項目ごとに資産の内訳をグラフ化すると共に、これら

の情報をもとに自動で家計簿を作成するサービスを提供している。利用者は、15 

従来の資産の推移や、食費や光熱費などカテゴリーごとにどの程度支出してい

るのか、細かい情報まで閲覧することができる。さらに運用状況の資産の状況

も把握できる。このサービスとマイナンバーを組み合わせれば、詳細な貯蓄や

投資の全体の状況を常に確認し、家計の改善に繋げることができるだろう 42。 

 20 

 以下では、このウェブページを活用して金融リテラシーを改善する方法を３

つ紹介する。  

（1）フィンテックを利用した少額投資  

2018 年 6 月に施行された改正銀行法によって、今後金融機関とフィンテック企

業の連携は進展すると期待されている 43。こうした連携が実際に既に以下の例25 

                                                   
42 マネーフォワード  参照 
43 2017 年 5 月に成立し 2018 年 6 月に施行された改正銀行法において、銀行

のオープン API を手段として、銀行とフィンテック企業とのオープンイノベー

ションを進展させるための条件が整備された。 API とは、ソフトウェア同士が

機能を共有し合うことを意味するが、銀行をはじめとする金融機関は、セキュ

リティー上の問題から、外部のソフトウェアとデータ連携はこれまで積極的に

は行ってこなかった。改正銀行法によって、銀行はオープン API 係わる体制整
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がある。  

・ポイント投資  

まず始めに、誰もが気軽に始めやすい初心者向けのサービスを紹介する。携

帯利用やショッピングで得られたポイントを個人ウェブサイトに移すことがで

きるようにする。まずは、現金でなくポイントから投資を経験することで、投5 

資という行為に対する恐怖心を解消できるのではないか。 THEO は、ドコモの d

ポイントを使って投資体験ができるサービスを提供している。ポイントを用い

て、現金よりも気軽に資産運用を体験できることから、2018 年 6 月にサービス

を開始してから、わずか 3 週間で 10 万人の利用者を突破した 44。資産運用の初

心者は、このような手軽なサービスから始めると、資産運用が身近な存在にな10 

るため、実際に資産を用いた運用も始めやすくなる。  

 

・おつり投資  

次にバンク・オブ・アメリカによるおつり投資について紹介する。アメリカ

の大手銀行であるバンク・オブ・アメリカは、2005 年 10 月から「キープ・ザ・15 

チェンジ」というサービスを提供している。これは、顧客の貯蓄を促進するた

め、同社のキャッシュ・カードのデビット機能を使用する度に、１ドル未満の

端数を決済用口座から貯蓄用口座へ移転することで貯蓄を行うというサービス

である。 その際、バンク・オブ・アメリカにおけるマッチング拠出も行われ、

最初の３ヶ月間は 100％、以後は 5％、追加で貯蓄用口座に拠出を行う（上限は20 

年間 250 ドル）。   

                                                   

備を努力義務とすることが課されたことから、今後金融機関とフィンテック企

業の連携は進展すると期待できる。  
44 お金のデザイン  参照  
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図表  4-2 キープ･ザ･チェンジの仕組み  

 

 

 

（出所）神山哲也 /服部孝洋 (2009)「米国リテール戦略における行動ファイナ5 

ンスの活用」p220 より転載  

 

 例えば、3.43 ドルのコーヒーをデビットで購入する場合、3.43 ドルを 4 ドル

に切り上げ、カード決済用口座から 4 ドル引き落とす。その上で差額  0.57（4

－3.43）ドルを貯蓄用口座に入れ、更にバンク・オブ・アメリカのマッチング10 

拠出 0.57 ドル（最初の 3 ヶ月以後の場合は 0.03 ドル）も貯蓄用口座に入れら

れる。  

 このように「キープ・ザ・チェンジ」は、購買を通じて自動的に貯蓄を行え

るような設計となっている。  「キープ・ザ・チェンジ」は、実際に多くの人

に受け入れられ、スタートして 3 年の 2008 年 9 月末時点で 800 万人以上の加15 

入者が存在する 45。 

 このような少額で利用できるサービスは、損失が限定されるので気軽に利用

しやすいだろう。個人用ウェブサービスとポイントの付与されるサイトやデビ

ットカードをつなげることで、少額投資が簡単にできることになる。  

  20 

                                                   
45神山哲也/服部孝洋 (2009)「米国リテール戦略における行動ファイナンスの

活用」参照  
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（2）相談機関の紹介  

 ここまで、知識をつけることだけでなく、適切な金融行動をすることの重要

性を繰り返し述べてきた。特に重要な「行動」として、助言を求めることがあ

る。実際、イギリスの MAS では簡単に助言を求められるように、その事業の中

心としてマネー・アドバイス・サービスを提供しオンライン・電話・対面の３5 

つの手段で、無料のアドバイスやガイダンスを全国で受けられるようにしてい

る。また、特定の金融商品について勧めることはしていない。  

 私たちの提案するウェブサイトにおいても、このようなお金のアドバイスを

受けられるサービスを提供してはどうだろうか。  

 10 

（3）無関心層に対するアプローチ  

上記のようなウェブサイトを開設しても、金融にあまり関心がない層にアピ

ールするのは簡単ではないだろう。しかし、そのような人たちも、就職や結婚、

子供の誕生、住宅ローンの利用、納税、失業といったライフイベントの前後に

は必ずお金が関係してくる。こういった重要な金融選択を行うタイミングは学15 

習意欲も高まるので、そうしたタイミングを逃さないように、E メールを送る

などしてウェブサイトでのサービスを広報していくことで利用を促す。  

また、無関心層に限らず利用者の多くは、ただ情報を示すだけでは関心を持

たず、金融行動に移すことはしないだろう。そのため、行動経済学の視点かを

取り入れて、メッセージの表現方法を工夫する。例えば、消費者に呼びかける20 

際には、「早めに老後貯蓄を始めよう」といった表現よりも、「似たような条件

下で、他の消費者がどのような行動をとっているか」を比較できるようにする

ことで、「他人から遅れたくない」という同調行動をより効果的に引き出すこと

ができる。また行動経済学の考え方によると、事前に提示される選択肢の数が

増えるにつれて、より複雑な意思決定プロセスを要求されるようになり、意思25 

決定そのものを逡巡・回避してしまう心理バイアス（これを「情報過多」と呼

ぶ）の作用が大きくなってしまう 46。特に高齢者は、金融商品の種類が豊富であ

                                                   

46 金融広報中央委員会（2010）「グローバルに拡大する金融教育ニーズと英国

における金融教育の動向」参照  
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るとどれを選べばいいのか分からなくなり、何もしないという選択をする可能

性が高いかもしれない。こうした心理バイアスの影響によって行動が先送りさ

れてしまうのを防ぐため、一人一人に適した金融商品をまとめて提示し、そこ

から選択できるようにするべきだろう。  

 5 

第2項  社会人に対する提案  

 ここでは、アメリカの確定拠出年金制度を参考に、我が国で取り入れるべき

点を提案する。  

 

（1）  アメリカの確定拠出年金制度  10 

 2014 年 6 月末時点において、米国の全投信残高の 44％、株式投信については

61％が確定拠出年金資金で占められている 47。このように米国で確定拠出年金

が普及した背景には、自動加入制度とデフォルト商品としての適格性認定とい

う 2 つの要因がある。自動加入とは、加入者本人が明示的に確定拠出年金制度

への非加入という意思表示をしない限り、自動的に加入者となる制度で、これ15 

により加入者が増加したとみられる。また、デフォルト商品とは、加入者が明

示的な商品選択を行わない場合、自動的に購入される商品のことであるが、2006

年の年金保護法においてデフォルト商品に関する規定が見直された。規定では、

元本維持商品をデフォルト商品として設置することは望ましくなく、ターゲッ

トデートファンドといったライフサイクル型の商品で分散投資の効果が期待で20 

きる商品タイプが設定された 48。ターゲットイヤー型ファンドとは、若いうち

は株式等のリスク資産での運用比率を高くし，退職時等を想定したターゲット

イヤーが近づくにつれ，リスク資産での運用比率を低くするといった商品のこ

とである。実際に、米国では，401(k)49において，ターゲットイヤー型ファンド

をデフォルト商品に設定する企業が急増し、ターゲット・イヤー型ファンドの25 

資産残高は 2005 年末の 710 億ドルから 2011 年末の約 3,780 億ドルに 5 倍以上

                                                   
47 杉田浩治（日本証券経済研究所）（ 2016）「世界の投資信託 30 年の変化と今

後の課題」参照  
48 社会保障審議会企業年金部会確定拠出年金の運用に関する専門委員会

（2017）「確定拠出年金における運用の改善について」参照  
49 アメリカにおける確定拠出個人年金制度  
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の大幅な増加を記録した 50。このような米国の制度から、米国の金融資産の増

加は、単に金融リテラシーが高いからという理由だけでなく、制度によって望

ましい方向に人々を誘導したことが大きな効果をもたらしたと言えるだろう。  

 

（2）  日本における確定拠出年金制度に対する提案  5 

 アメリカの例から、加入者の自由意志に完全に委ねることが、必ずしも加入

者の老後所得の確保にとって最善ではないことが分かる。実際に、アメリカに

おいても、投資教育は行われているが、加入者が自らの判断で特定の投資先を

選択できないまま、資金が自動的に投資されるデフォルト商品が利用される例

が多い。  10 

そこで、日本においても、デフォルト商品を分散投資の効果が見込まれる商

品に設計し直すことを提案する。ここでは、行動経済学の教訓を生かして、デ

フォルトが気に入らなければ、加入しないことや他の商品で運用することを認

めて、個人の選択の権利を残しつつ望ましい方向に人々を誘導することが重要

となる。また、中長期的には、本人が入りたくないといわなければ自動的に確15 

定拠出年金制度へ加入する仕組み（デフォルト化）を検討することが求められ

るだろう。  

 

第3項  高齢者に対する提案  

第 3 章第 2 節第 3 項では高齢者ならではの問題に認知症患者が保有している20 

金融資産額が大きいこと、認知症等の高齢者が金融トラブルに遭いやすいこと

があげられた。そこで、ここでは高齢者全体さらに認知症の高齢者に対する提

案を考える。  

リタイア世代である高齢者は、現役世代に比べ収入が減ることを考え、慎重

で着実な資産形成ができるようにしていく必要がある。しかし、年齢を重ねる25 

につれて、認知症にならなくても、認知能力や判断能力の低下が無視できない。

そうした状況でも、高齢者が自分に合った資産形成の方法を選択できるように

                                                   

50 厚生労働省（ 2017）「第１回社会保障審議会企業年金部会  確定拠出年金の

運用に関する専門委員会  資料」参照  
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する必要性がある。  

そこで私たちは、地域社会を通じた高齢者の金融リテラシーの獲得方法を提案

する。リタイアした高齢者には時間の余裕があるため、それを活用する。地域

の公民館やショッピングモールなどの施設で趣味や娯楽、健康増進など高齢者

が興味を持ちそうなイベントを開催する。そのイベントの一部として金融資産5 

について相談したり、説明を受けたりできる場を設け、金融を身近なものにす

る。さらに興味を持った人には近隣の大学で開講される金融リテラシーに関す

る講義を紹介し、受講できるようにしたり、金融機関や政府機関が行っている

セミナーの紹介をしたりするなどして教育チャネルをさらに増やしていく。そ

こに高齢者たちはイベントで知り合った仲間と行くようになるかもしれない。10 

地域で行うことにより、地域内での高齢者同士がお互いいろんな話をするよう

になれば他人の金融トラブルに気づき未然に防いだり、早く対処したりするこ

とにもつながるのではないか。イベントに認知症予防のプログラムや認知症の

なりやすさのチェックなど楽しみながら自分の判断力の低下を体験できるプロ

グラムを組み込めば、今後の資産運用について考えるきっかけになるだろう。15 

認知症になる可能性があることを早いうちに実感できれば、安心して自分の財

産の管理を任せることのできる後見人を選定したり、専門家を選定する際にか

かる費用を考慮して財産を蓄えて置いたり、まだ認知症にならないうちにでき

る資産運用を考えたりできるのではないか。このような地域での活動は金融を

身近なものにし金融について学ぶ場を広げながら、仲間も作り、金融トラブル20 

からみんなで守り合いさらに資産形成についても考えるきっかけとなる。また

高齢者自身の置かれている状況を自覚する場にもなり、それぞれに適した財産

の管理を考えるようになるだろうと考える。  
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終わりに   

 本稿では、「金融リテラシー」の必要性を考え、個人の「金融リテラシー」を

高めるための提案を挙げた。しかし、これらの提案は、第 1 章でも述べたよう

に、金融の面から自身の心の豊かさを手に入れ、更にはより良い社会づくりに

貢献するという「金融リテラシー」の目的と目標を達成するためのものであり、5 

そのための第一歩にしかすぎないのだ。「真の金融リテラシー」とはなにか。

我々は、金融リテラシーとは、ただの金融に関する知識やスキル ,態度という意

味に附言して、「社会をより良くするためのもの」であることを強調したい。そ

こに、金融リテラシーを普及するための核心があると考えている。各主体がい

かに責任を持ち、積極的に取り組めるか、日本の未来がこの「金融リテラシー」10 

というトピックに掛かっている。時代の変化に対応し、この点への理解を深め

た上で、今後の日本の金融リテラシー、遂には社会が向上していくことを期待

し、本稿を締めくくる。  
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